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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 

 

 当社は、令和 4 年 6 月 27 日に金融商品取引法第２４条の４の４第１項に基づき、関東

財務局に提出いたしました令和４年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な

不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通

りお知らせします。 

 

記 

1. 開示すべき重要な不備の内容 

持分法適用会社を含む当社グループにて、適切な決算・財務報告のために充分な知識

を有する社員の退社や病欠等により、当初のスケジュール通りの連結財務諸表及び開示

書類の作成等ができませんでした。また、収益認識に関する会計基準等の適用に基づく

会計処理において、財務諸表上での記載誤りが内部統制によって予防・発見ができず、

監査人から指摘されました。 

 

2. 事業年度末日までに是正できなかった理由 

経理・決算業務の引継ぎが十分な時間をもって適切に行われず、決算業務を十分かつ

適切に遂行できる体制を構築することができなかったためであります。 

 

3. 開示すべき重要な不備の是正方針 

   当社グループは財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、

今後は以下の方針に基づく再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の重要な不備

を是正し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。 

  ①経理・決算業務に十分な専門知識や経験を有した人材配置及び十分な相互チェック

体制構築のための人材採用 



  ②財務経理部員の社内外の研修等を通じた教育による専門的知識レベルの向上 

  ③決算作業時における、社外の税理士等の専門家による協力体制の構築 

  

4. 財務諸表及び連結財務諸表に与える影響 

   監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映して

おります。 

 

5. 財務諸表及び連結財務諸表の監査報告における監査意見 

   無限定適正意見であります。 

 

  

以上 

 


